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＊マンションIこ不慣れ移人々と孤独死＊
震災に風水害と災害続きの昨今を反映して、戸

建て住宅からマンション住まいに切り替える人た

ちが増えています。また、外国の人たちが首都圏

のマンションに移住してくる傾向ち見られます。

これらの人々は 当然のことながらマンション

ルールやマナーに不慣れでしょうから、早くなじ

んでもらわないと近所迷惑になる揚合があります。

まだ、居住者の高齢化に伴い、時折室内での孤

独死の発生が伝えられるのは、まことに痛ましい

ことです。

ぜひ管理組合を中山とする地域コミュ二ティで

の解決策を期待しだいものです。

* コミュニティ活動ぬ強化 ．泊・
41・

これまで管理組合の仕事といえば、建物・設備の

維持管理に集中してきた感がありますが、それだ

けでは快適なマツショツライフを実現し維持する

には不十分です。

いうまでもなく各戸が居住空間である以上、居住

者という人的要素を度外視するわけにはいかない

からです。各マンションでは、地域性や築年数、

建物・設備のグレードなどに加え、居住者の構成

や居住目的その他を勘案すると、それぞれ個性が

にじみ出てくるように思われます。

管理組合として、どのようなコミュニティ活動に

取り組むか、考えてはいかがでしょうか。
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マンショシ標準管理規約改正ぬポイント⑨

今年3月に国土交通省から「マンション標準

管理規約」と「マンション管理適正化の方針」

の改正が告示され、大きな二ユースとなりまし

た。 5年ぶりに改正された今回の「マンショジ

標準管理規約J改正のポイントについてまとめ

てみました。

-@- 標準管理規約とliJ:? -@- 
マンションに住む人々が守らなければならない

ルールはさまざまありますが、最も基本となる

ルールが管理規約です。「マンションの憲法」とち

言われています。

管理規約はそれぞれのマンションが独自に決め

ているわけですが、何でち勝手に決めていいわけ

ではありません。背景にあるのは区分所有法です

が、管理組合が、それぞれのマンションの実態に

応じて、管理規約を制定、変更する際の参考とし

て作成されだものが標準管理規約です。実際に、

管理組合の多くでは、この「マンション標準管理

規約」をベースとし管理規約を作成しているはず

です。

標準管理規約は、昭和57年に国土交通省から中

高層共同住宅の管理の指針として「中高層共同住

宅標準管理規約」が出されたのが始まりです。平
成9年、平成16年、平成23年（ここでやっとマ

ツションという名称となります〉の改正を経て、

今回の改正に至っています。

＠・ 今回ぬ規約政jECi)背景 @- 
今回の規約改正の大きな要因に、管理組合の役

員の成り手不足があります。

平成27年末現在、全国のマンションストック戸

数は約623万戸となりまレた。この内、築30年

以上のマンションの戸数は約162万戸です。居住

者数はそれぞれ約1500万人、約400万人と推定

されます。平成25年度には60歳以上の世帯主が

初めて50%を越えました。
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建物とそこに住む居住者の高齢化、二重の高齢

化が現在のマンションの抱える大きな問題となっ

ています。今後、築30年以上の高経年マンション

は5～7年毎に100万戸単位で増加していくこと

が男込まれています。マンション住民の高齢化、

死亡による賃貸や空室の増加、建物の老朽化によ

る維持費や修繕積立金の調達不足など課題は山積

みです。 それを支える管理組合の役員の成り手が

先細りとなっているわけです。

-@- 外邸Ci)専門家Ci)活用 -@- 
こうした問題に対する解決策のひとつとして、

外部専門家の活用があります。今回の標準規約改

正では理事長を含む理事、監事について、これま

では区分所有者に限定されていたものを「外部の

専門家Jち就任できるとしました。「外部の専門家」

とは、マンション管理士、弁護士、司法書士、建

築士などです。

管理組合役員の多くが、輪番制で回ってきた一

年か二年の役員の任期をしぶしぶ引き受けている

のが実情ではないでレょうか。そうした管理組合

理事会の実態からは、中長期的なマンション管理

の視点はなかなか出てきません。何事ちなく無事

任期満了となってくれればいいと考えるのは人情
ですが、問題は先送りになってしまいます。結果

的にマンションの資産価値を値下させてしまうこ

とにもつながりかねません。

高経年マンションでは、リフォームち主要構造

部分以外の内装や設備機器等をすべて取り替える

スケルトン工事が増えてきています。こうした大

規模な改装・改修工事に苅して専門家でちない理

事が判断を下すことはほとんど不可能です。

外部の専門家を活用することにより、こうした

問題を解決することができます。管理組合の運曽

に外部の専門家が携わる揚合は、いくつかのケー

スが提示されていますが、その選定を行い業務の

監督を行うことが管理組合の仕事となります。

マンショシ標準管理規約按iE（；）ポイント⑧

＠・ コミュニティ条項ω“削除” ・＠－
今回の標準規約改正では、管理組合の業務の中

から「地域コミュ二ティにも配慮した層住者間の

コミュ二ティ形成」の条項が“削除”されました。

一部新聞で「管理費で忘年会夕、メ」などと見出し

を読んだだけでは読者に誤解を与えかねない報道

ちされて話題になりまレた。

マンション居住者間の「コミュ二ティ形成」が

不要だということは全くありません。ポイントは

マンションにおける「コミュ二ティ形成J が新だ

に位置づけ直されたことにあります。今回の改正

では、管理組合の業務として、新だに「マンシヨ

ン及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並

びに居住環境の維持及び向上」という条項が加え

られました。

「コミュ二ティ形成」はマンション管理組合の

重要な業務のひとつです。だだレ、その活動の予

算化にあたっては、自治会費などの任意の経費と

管理費の経理区分をしっかりと行うこと、それぞ

れのマンションにおける組合員の合意形成をしっ

かりと行うことが必要です。

＠・ 管理費等ぬ滞納に対する措置・＠－
今回の規約改正では、管理組合が滞納者に対し

て取りうる各種措置について、段階的にまとめた

フローチャートが提示されています。

滞納問題については、初動の対応が非常に大事

です。多少恨まれでも、初期に問題を解決してお

くことが、結局は当事者のためにもなるわけです。

長年にわだって先送りされてきたケースほど、解

決が困難となります。区分所有者が所在不明の揚

合以外、まずは話し合いから始めるしかないわけ

ですから、決して「上から目線」ではなく、粘り

強い交渉を重ねることが大事です。

＠・災害時ぬ管理組合G意思決定 @- 
総会の開催が困難である揚合、マンションの補
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修などの保惇行為は理事長が単独で判断し、総会

の開催が困難な揚合の応急修繕は理事会で決定す

ることができるとしました。実際の災害発生時に

対応した改正だと忠います。

その議事録は早急に作成し、組合規約に則って

認証手続きを済ませておかなければなりません。

＠・理事ぽぬ専有部分州立ち入り＠－
災害や事故が発生した揚合の緊急避難措置とし

て、理事長が専有部分に立ち入ることができると

しました。国土交通省のコメントで取り上げられ

ているのは、専有部での大規模な水漏れ等のケー

スです。言及されてはいませんが、近年問題となっ

ているマンションでの孤独死などのケースち考え

ていいのではないでしょうか。コメントでは規定

の実効性を高めるために、管理組合による鍵の預

かりについても触れています。プライパシーの問

題等からマンション個別の事情を踏まえて検討す

る必要があるとしています。

-@- をCi)他Ci>a交正 -@- 
今回の改正では、その他に暴力団などの反社会

的勢力の排除規定、駐車場の公平な選定方法や外

部貸レの税務上の注意事項、住戸の価値割合に運

動した議決権割合の設定、理事会の代理出席、マ

ンションの管理状況などの情報開示条項などが整

備されています。

最後に

私たちが暮らすマンションには、それぞれの

歴史と文化があり、ひとつとして同じマンショ

ンはありません。 ですから今回の改正標準管理

規約を一律に引き写してみてもうまく機能す

るとは思えません。自分たちの住むマンション

の抱える問題について考え、その解決のために

どのような方策を取ることができるのか。 今回

の標準管理規約の改正はそうした話レ合いの

きっかけになるものだと思います。



マンション住歩いぬマナー問題観察編

争 /L-/L以前ぬ問題ですが 争
新しいマンションでも、何年ちしないうちに居

住者同士の交流によって独特のムードが醸し出さ

れます。

家庭ならば家風、学校ならば校風、マンション

ち気風というべきでしょうか。ところが、身勝手

にふるまう人物、傍若無人の言動などが目立つよ

うになると、折角の平穏な気風が掻き乱され、悩

みの種になってレまいます。

そうした事態の多くが居住者苅居住者の問題と

して現われ、管理組合が定めたルール違反とまで

にはならなければ、ノータッチを決め込むようで

すが、ちしこじれて隆湿な近隣関係が表面化する

ようなことになれば、マンション全体の資産価値

に響きかねません。

+ 集合住宅とし-CG>マナー 争
「近所となりの迷惑」とはよく言われる言葉で

すが、住戸が重なり合い、くっつき合っているマ

ンションのような集合住宅にとっては、切実な響

さがあります。

戸建て住宅と遣い、マンシヨンでは昼夜を間わ

ず、隣接する住戸に迷惑にならないよう気を配ら

なければなりません。実生活上は慣れてしまえば、

それほど苦になりませんが、やはり常に／~＼得てお

くべきでしょう。

ちう一つ「郷に入れば郷に従え」という古来の

格言ち思い出してください。

集合住宅はそれ自体が小なりとも地域社会です

レ、もっと細かく各フロアごと、階段ごとの小社

会もあります。そして、それぞれの生活習慣や生

活のリズムなどで、醸し出される雰囲気があるは

ずです。その気風に溶け込むよう努めるべきで

しょう。
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争 マナート初附最大防 争
それは生活音をめぐる紛糾です。

戸建て住居ならば全く問題にちならない室内の

生活音ですが、住戸が密着している集合住宅では

程度の差はあれ隣接住戸とくに下階に影響するこ

とは避けられません。

人間関係が良好なところではおEい様意識で済

ましてしまいますが、そうでない揚合は大変、気

になりだしたら止めどなくストレスにまでなって

しまいます。通常は抗議もできず、 l山にしまって

おきますが、中には直接実力行使に訴え、報復行

動に出疋事例さえあります。

最上階の住戸では、生活音の被害実感がないと

思われますので、注意を促しましょう。

や 句，，、煙毒気に制調 争
臭覚マナーとして、悪臭は無論、異臭の類ち近

所迷惑になることがあります。

食事の支度に伴い、排気口から匂いが拡叡しま

すので、近所に不快感を与えるようなものかかど

うか、各戸で配慮しましょう。

ベラン夕、で喫煙する姿を見かけますが、その煙

が結構遠くまで漂うことを自覚しましょう。

+ 風習マナ－=o考え乞 争
マンション住まいに適不適を論じだくありませ

んが、人は生まれながらの生活習慣がしみ込んで

いますので、日寺と揚所次第でそれが異風扱いにさ

れ、嫌悪感を呼びかねません。

やはり大勢に順応するような気構えが望まれま

す。

マンショシ佐彦い（；）マナー問題処理編

母， コミュニティ活動に開奄 争
マツショツ最大のマナートラブルとなる生活音

にしてち、上下階の人間関係次第で問題化しない

とすれば、居住者同士の交流を円滑にする活動を

促進すべきでしょう。

標準管理規約でも、管理費の使途として「居住

者間のコミュ二ティ形成に要する費用」（第 27 条

十号）を訂ち出しており、管理組合として日常的な

トラブルの未然防止に努めるよう促しています。

最も取り組まれているのは防災・防犯活劃とし

てのイベントで、防災訓練でも子供から高齢者ま

で参加を図るため、楽しく気持ちよく過ごせる一

時の企画に工夫が注がれているようです。さらに、

自治会とも協力して憂祭り、餅っき大会など、全

員参加が図れる催事ちよく取り組まれています。

舎 一般論としτ広報活動を 争
個別のマナートラブルに管理組合が関与するの

は、極力避けるべきです。専有部分同士の問題は

管理組合の職責外ですし、第三者が介入すれば、

それだけでこじれてしまうこと必至だからです。

管理組合としてでさることは、名指レや揚所の

特定はせず、あくまでち一般論の形で「生活音に

ご注意」とか、「J'＼＇ルコ二一で喫煙は控えてくださ

い」などと大書した貼紙を目立つ形で掲示してお

きます。また、広報誌などがありましたら、同様

の訴えをやや詳細に記事にして掲載します。

なお、マナートラブルを訴える居住者の話を辛

抱強く聴取することち、組合役員として必要です

し、それによっていささかなりとち被害者意識が

緩和されることを期待レてみましょう。

+ 輔入居者と面持・説明会 争
何事ち最初が肝／~＼、新入居者に対しては早速理

事長なり担当役員なりが面談して、管理規約等の

ポイントを説明するようにしましょう。時機を見

て説明会の形をとってもよいでしょう。
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その際には、ゴミ出しルールや防災・防犯対策、

マツショツマナーについてち、できる限り具体的

に解説し、納得してもらうようにします。ルール

等要約書などがあれば、理解しやすいと思います。

同じマンション・コミュ二ティの一員になるわ

けですから、できるだけ早くなじんでちらい、い

ざという時の戦力になってもらうために、手を尽

くす必要があります。

喰， 防音強化ぬ檎討 喰，
生活音のトラブルについては、個人の感覚や感

情の要素が大きく、第三者による判定はしにくい

ものですが、ちし機会があれば、上下階のスラブ

幅など構造上の問題について調べてみてはいかが

でしょう。

管理組合とレて責任を負うべき部分の欠陥であ

れば、その処理について、専門家に委託して検討

するか、マンション建築業者や販売業者に申し入

れることができるようなら急ぎそうしましょう。

内装で防音強化ができる段階でしたら、リ

フォームの際、床材に遮音刻果の高いものに換え

るよう助言しておきましょう。

＜例＞

このところ問題になっている

ことの苅応策として、建物使用

細則等に掲載するなどのルール

の見直しも必要かと思います。

．「民泊JG)禁止

組合員または居住者は、住宅または

その一部を不特定の者に有償で貸与し

てはならない。

φ「シxi'ハウス化JG)禁止

組合員は、住戸一戸文は一部につい

て、複数の者への貸与をしてはならな

しし



三鷹自c;)大規模修繕体験記～をc;)Z～⑨

＠・ 建物調査アンケート ＠・
2016年5月の組合員総会で承認を得て選任さ

れたコンサルタン卜を交え、月に一度、大規模修

繕専門委員会が開催されている。コンサルタン卜

が原案を作成し、専門委員会で文言を練つ疋「建

物・設備・住まい万アンケート」が、 6月に配布

された。このアンケートの結果に基づき、専門家

が調査を行うという。

専有部分の状況、共用部分に関して気になって

いること、そして、このマンションに対してどの

ような期待と思いを皆さんがお持ちなのか、様々

な項目にわたりアジケー卜の質問が盛り込まれた

【写真 参照】。日常生活で不便はあるか、こう

だったらいいのにと、と思うことも書き込んでち

らうことになった。

凪 ......木股備に不具合はありますか？

a. なし b. つまっている じ．悪臭が上がって

e. ゴポゴポ音がする

f. その他（

．棲水般備に不具合がある箇所は？

b. 洗面所の排水口

e. トイレの便器

リフォームの履歴を書き込む欄もある。わたく

しは 1988 年に入居後、リフォームを何度か行

なっている。しかし、いつどこをどう変えたか、

きちんと記録を残してこなかった。浴室ち洗面所

ち変えたレ、温水洗浄便座ち取り付けてから一度

交換している。内窓ち取り付けた。ああ、でもあ

れはいつだったつけ。母の自宅介護で手すりを取
り付けたときは介護保険で申請をしたので書類ち

かろうじて残っている。それを除けば、最近の畳

の表替えの領収書がとってある程度だ。自分の住

まいなの仁、ちゃんと把握レてこなかったことを

今更ながら反省した。

ーもー

遅まきながら、現状をまず専門家に見てもらお

う。実際の調査は、共用部分のみならず、 200 戸

あまりの戸数から 10 戸ほど選んで、専有部分ち

立ち入り調査をしたいのだという。

わたくしは「ぜひ見てちらいたい。」と大きな丸

をつけて提出した。

＠・専有部分立ち入り調査伽決定・＠－
時折入ってくる売却のチラシで、角部屋は広く

て間取りが遣うことは知っていた。けれど、この

マンションには 1 1 種類の住戸タイプがあるの

だ、った。理事長になって初めて知ることの、なん

と多いことよ。

コンサルタント側は、アンケートに記載されだ

内容をもとに、階別、住戸タイプ別に立ち入り調

査の候補を選んできた。私の住まいはもっとち数

が多いタイプだつだので、選ばれないかちしれな

い、と少しだけ／[j＼配していた。ところが、調査日

が平日であり、もしかしたら立候補者は少なかっ

たのかちしれない。晴れて立ち入り調査候補の一

戸となっrc。

各戸の立ち入り調査時間は 1 5分である。コン

サルタント側の訪問希望時間案に従い、我が家を

隙いた9戸に苅し、理事で手分けをして打診を行

なった。ご都合の悪いお宅があれば、コンサルタ

ントに新たな候補を出してもらい、さらに調整を

レて、立ち入り調査先がようやく決定した。なか

には、このために仕事の時聞を変更して、ご在宅

に協力をくださったお宅ちある。今回ご協力くだ

さった9戸のお宅に、改めて御礼を申し上げたい口

大規模修繕は、修繕工事そのものの時はちちろん

だが、計画立案の段階から、住民みなの協力がな

ければ進めることができないのだ。

我が家が立ち入り調査の対象と決まってまっさ

きにしたこと、もちろん掃除である。「見てもらい

たくないところはそうおっしゃってもらえばいい

です。」との言葉に安／[j＼して、掃隙や片付けが間に

合わないところは、扉を閉めておくことにした。

三鹿目ぬ大規模修繕体験記～を（；）2～⑧

-@- 建物調査当日 -@- 
当管理組合のお願いしているコンサルタントは

3 名。 7月の調査当日は、この 3 名から依頼を受

けた様々な企業から専門家、総勢 18 名ほどが集

会室に集まった。コンサルタン卜のチーフから段

取りの説明があり、当管理組合の腕章をそれぞれ

身につけてもらい、いざ調査開始となった。この

とき、わたくしの頭の中には、「G メン '75」の

テーマ音楽が鳴り響いた【写真参照】。

午前中は、共用部分の調査が主である。理事長

であるわたくしは各所の鍵を持っているので、一

行に同行する。

ます、最初に行ったのは屋上である。実はわた

くしは、このマンションの屋上は初めてだった。

デパートの屋上と異なり〈当然だけれど）、まわり）

に柵がない。これは、かなり怖い。しかし調査の

人たちは、慣れた様子で屋上のはじっこに近づき、

各自の仕事を黙々とこなしている。専用の棒で、

壁をたたく人。音で、中の様子がわかるのだとい

う。色々な管の写真を取り、状態を調べる人。

屋上には、高架水槽が乗っている。すると、コ

ンサルタントのチーフは、「あ、見てきます。」と

タタタと駆け寄り、するすると登り始めだ。時代

小説では忍びの者が「猿（ましら〉のごとく」活

躍するが、「ましらのことく」という表現はこうい

う時に使うのであろう。管理組合の理事長になら

なければ一生発することがなかったと思われる単
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語はいくつかあるが、これもそのひとつである。

チーフは上で高架水槽を間近で観察し写真を何

枚ち撮り、何事ちなかったかのように降りてき疋。

ネイティブ・アメリカン〈ファースト・アメリ力

ン〉のある一族は、伝統的に高い所に対する恐怖

／~＼が薄く、現代アメリ力でち高層ビルの建築に活

躍しているという揚面を、海外ドラマで男た。理

事長も上がって男てください、と言われなくて、

本当によかった。

ほかにち共用部分をいくつか一緒に回つだが、

朝はしゃぎすぎたせいかくたびれてしまい、鍵を

他の理事に預けいっ疋ん部屋に戻った。

＠・ 専有部分ω立ち入り調査 @- 
予定時刻きっかりに我が家のインターホンが

鳴った。 7、 8 名はいただろうか。ベランダを見

る人、室内を見る人、網戸、サッシの具合を確か

める人等々、一斉に仕事を始める。どうしても見

てちらいたい所があった。通路側の窓の網戸が開

け閉めしづらくなっていたのである。それを説明

しつつ、そうだ、ここも説明レなくては、とあた



三鷹目ω大規模修繕体験記～をc;,z ⑧

ふたしている聞に、あっという聞に予定の時間は

過ぎ、一行は次のお宅に移っていった。

片｛寸けが間に合わず扉を閉めていた部屋ち、い

つのまにか調べて行かれだようである。ああ、す

べての部屋を掃除しておくべきだ、つだか。

しかし、あれだけ動きづらかった窓の網戸が、

滑りがよくなっていた。専門の人が見て、戸車の

調整か伺かをしてくれだようである。なんだか得

をした気分で、嬉しかった。、

@- コシ利一トlcJ:死ぬぬか -@- 
夕方、一連の調査を終えたコンサルタン卜より、

集会室で概略の報告を受けた。詳細は後目、報告

書にまとめられるという。

当日の報告の中で、立ち入り調査で協力してく

れたある住戸から、床が温まる現象が過去にあり、

その椙談を受けたというくだりがあつだ。現状で

は支障はないのだが、原因がわからないことから

不安に思っていたという。コンサルタントいわく、

床が温まる現象は、かつて設置されていたセント

ラルヒーテインクに起因し、それが撤去された現

況においてはなんら問題ないとのことだった。

ただ、その説明の中で「死んだコンクリート」

という言葉があつだ。はめ殺し窓というちのちあ

るので、コンクリー卜でも「死んだ」と表現され

る状態があるのだろう、と思いつつ聞いていた。

後日、別件でインターネットを使って調べ物を

していだ時、偶然「cinder concrete」なるもの

の杏在を知った。シン夕、ーは英語で消し炭、燃え

殻を指し、かつては石炭の燃え殻で作られだコン

クリー卜が使われていた。今や原材料は変わって

いるが、業界では、下地調整用のコンクリートを

そう呼ぶらしい。死んだコンクリー卜ではなかっ

た。

（つづく〉

《次回は建物調査結果の住民説明会と頻発する

設備の不具合について、報告する予定です》

-品）＼＼区かSぞう

お開ら

江戸川区肉マンション爽続支援

事門家jfit遺制庫

複数の管理組合が合同で実施する勉強会・交流会

に講師として専門家を派遣する揚合、区が謝礼を

お支払いします。

代表者を決めて、開催日の3週間前までに申請し

てください。

問い合わせ先：都市開発部住宅課計画係

電話： 03-5662-6387

ご意見をお寄せください

住宅課計画係 TEL  5662-6387  

マンショシ管理士にJ;る無料相談会

相談日時：毎月第4土曜日

1 3 日寺～ 1 6時（受付は 1 5時まで〉

相談場所：グリーンパレス2F 相談室

（グリーンパレスへの問い合わせはご遠慮ください。〉

定 員 ： 5組（予約優先・当日受付司〉

※3営業日前までにご予約ください。

予約先：都市開発部住宅課計画係

電話： 03-5662-6387

・・e こちらもご覧ください φ・φ・
江戸川区ホームページ ～住まい～
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